
永田まりな
鎌倉市議会議員

Marina Nagata

鎌倉人
K a m a k u r a j i n

Vol.32

全力投球！鎌倉！！

大好きな鎌倉が、もっと輝くために。

討議資料

永田議員は 4年間で、市民協働、働き方改革、
起業支援など、数々の政策提言をし、その効果が最大限
発揮されるよう尽力されていました。
インターンの学生を積極的に受け入れて教育したり、
年配の方々の意見を真摯に受け止め活かすなど、
多くの人を巻き込んで活動する能力は群を抜いています。
良識と胆力を持ち合わせた、鎌倉になくてはならない
永田議員を私も応援しています。

私も応援しています！

鎌倉市長　松尾崇

ご意見・コンタクトはこちら　SNSでも情報発信中！

〒248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東5-1-12
TEL・FAX：0467-31-1746 nagatamarina2013@gmail.com

鎌倉市議会議員 永田まりな 公式サイト
www.nagata-marina.com 

nagatamarina.kamakura @nagamari0219

1983 年 2月 19日生まれ・34歳・ＡＢ・七里ガ浜在住
聖路加幼稚園 ～ 七里ヶ浜小学校 ～ 北鎌倉女子学園中学校 ～ 鎌倉高等学校
～ フェリス女学院大学卒業

2004年度ミス鎌倉、鎌倉ケーブルテレビリポーターを経て
大学卒業後はフリーアナウンサーとして活動

2013年市政へ挑戦、４月鎌倉市議選初当選。メディアでの経験を生かし
YouTube で市政報告情報発信チャンネル「鎌夢会チャンネル」開局 
女性の様々な生き方の選択肢を増やしていきたいとの思いから
様々な角度から議会にて質問、政策提案！

2014年より、若い世代にも政治を身近に感じてもらうべく、夏（８～９月）と春（２～３月）
に、大学生インターンの受け入れを実施。これまでに計８人が活躍。現在も継続中！
総務常任委員会・広報委員会副委員長・農業委員会担当

永田まりなプロフィール



２月議会報告

「鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」が提案・可決！

昨年９月議会の私の一般質問で制定をお願いしていた、鎌倉市職員の配偶者同行
休業制度を制定する条例が、現在開会中の２月議会で提案され、可決されました。
（※配偶者同行休業制度とは…外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を
共にするための休業制度、概ね３年以内。平成２５年１１月に地方自治体での
条例化について総務大臣名で通知あり、県内では政令市を除く15市のうち6市
が条例化済み、鎌倉市は7市目の条例化となる）

若年世代、子育て世代の配偶者の海外転勤による離職は、就労者側にとって
・今まで夫婦二人で働いていた収入が一人分になること
・配偶者自身のキャリアを失う  ....等の課題が挙げられます。
また、その年代の働き手の損失は未来を見据えた時に雇用主側にとっても大きな
損失だと考えます。２月議会で可決され、新年度より条例が適用されることを
心より嬉しく思います。

永田まりなの日々の活動

2 鎌倉で働く「人」「企業」を応援します！

・企業立地支援（起業・既存企業支援）の充実

・市民協働、官民連携の推進による民間力活用の推進

・ワークライフバランス適正化の推奨

３ 鎌倉を愛するみなさんを応援します！

・市街化調整区域内の乱開発を防止

・渋滞解消に向けた取り組みの推進

・民間や地域力を活かした市民協働の防災対策の推進

1 女性の様々な生き方を応援します！

・妊娠、出産、子育てまで切れ目のない子育て支援の充実

・女性の起業、就労支援の充実

・育児休業中、復帰後のキャリアプランニング制度（セカンドキャリア環境）の充実
私は女性の働き方、生き方の選択肢を拡げたい
と取り組んでいます。
それは未だ女性はあらゆるライフステージの変化
により働くことへの影響を大きく受けるからです。
しかし最終的に目指す社会は、女性も男性もな
く全ての方の生き方の選択肢が無限に拡がる事!
（この条例も女性・男性関係なく適用）

今回の条例制定は市の職員に向けたものですが、ひとつひとつの取り組みから鎌倉市役所
が先頭に立ち、鎌倉市全体で多様な働き方が認められる街を作っていけるよう、今後も
提案を続けていきます。

議会活動以外では以下の３つの活動に力を入れています！
　● 市政報告新聞「鎌倉人」発行（議会月を除く）　● 各駅での駅頭（議会月を除く）
　● 第３土曜日に市政報告会「まりな会」開催（議会月を除く）

鎌倉市議会議員選挙の投票日です。都合のつかない人は期日前投票へ

４.２３日

「3つの全力応援！」
永田まりなの

鎌倉の未来を
みんなで決める !


